
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひし形 

山辺町教育委員会 



Ｑ、特別支援教育とは何ですか？ 

以前の特殊教育は、知的障がい、自閉症・情緒障がい、肢体不自由など、障がい

を持つ児童生徒を対象としていました。しかし近年、次のような困り感や困難さ

を抱えた児童生徒が、普通学級にもいることが分かってきました。 

 

 

 

                         

                        

 

   

                    

                        

   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

「 気 持 ち を お さ え ら れ ず 、 つ い 動 い ち ゃ う 。」  
・ 人の話が終わらないうちに、すぐに話し出してしまう。 
・ 友だちが並んでいても、自分の順番が守れない。 
・ 思うようにならないと、かんしゃくを起こしてしまう。 
 

気づいて！ぼくのこと、わたしのこと 

「 あ る 学 習 だ け が 苦 手 な の 。」  
・ 文字は読めるが、行や文字を飛ばす。 
・ 教科書や黒板の文字をノートにうまく書き写せない。 
・ かけ算やわり算はできるけれど、図形の特徴をよくとらえ

られない。 
・  

「 ○ ○ が 気 に な っ て 、 集 中 で き な い な ぁ 。」  
・ 見えたものや耳に入ってくる音が、気になって集中できない。 
・ 理解はできるのに、うっかり間違いが多い。 
・ 忘れ物が多い。整理整頓が苦手で物をよくなくしてしまう。 
・ 全体の話を聞きもらす。ぼんやりして行動が遅れがちになる。 

「 わ か っ て い る け ど 落 ち 着 け な い ん だ よ 。」  
・ 授業中に席を立ってしまったり、手遊びをしたりする。 
・ 授業中でも走り回ったり、おしゃべりをしてしまったりし

て、止めることが出来ない。 

「 気 に な る こ と が あ る と 、 こ だ わ っ ち ゃ う ん だ 。」  
・ 一日の流れや時間割が、急に変更になるととイライラする。 
・ 興味あることへのこだわりが強く、目にしたり耳にしたりすると、

場は関係なくそこへ集中してしまう。 
・ 学校生活のきまりを守ったり、学級のルールに従って行動したり

するのが苦手で、つい破ってしまう。 

「 ル ー ル を 守 っ た り 、 周 り の 友 だ ち と 話 し た り す る の は 苦 手 だ な あ 。」  
・ 自分の考えや気持ちを言葉にするのが苦手で、友達と遊んでいるときよくトラブル

を起こしてしまう。 
・ 言葉の陰にある相手の気持ちがよく分からないし、相手の気持ちを考えて言葉を選

ぶのも苦手である。 



文部科学省の調査によると、こうした困り感や困難さを抱えている児童生徒は、

普通学級に６・５％程度いると推計されています。このような状況を受け、平成

１９年４月から全国の公立学校で、すべての児童生徒を対象にした「特別支援教

育」がスタートしました。特別支援教育では、障がいのある児童生徒に加えて、普

通学級の児童生徒についても困り感や困難さを正しく把握・理解し、適切な手だ

てや支援をすることが求められています。 

 Ｑ、児童生徒の困り感や困難さは、どのように判断するのですか？ 

児童生徒の抱える困り感の程度や困難さの有無は、普段の生活の様子を見ただ

けでは正確な判断ができません。学校や園で行動の記録をとったり、専門機関等

で個別の検査を行ったりすることが必要です。そうした客観的なデータがそろっ

て、はじめて正確な判断ができます。その上で、教育的配慮や対応だけで改善す

るのが難しい場合には、専門家による心理的なケア、医療関係者による診断や治

療もお勧めしています。 

 Ｑ、児童生徒への支援は、いつ頃までに行われるのがいいのですか？ 

幼稚園や保育所、学校への適応がスムーズになるには、児童生徒の発達などを

考慮すると、遅くても小学校の低学年までに、こうした適切な支援が行われるの

が望ましいと言われています。逆に対応が遅れてしまうと、２次障がいと言われ

るような、学力や自己肯定感の低下、周囲とのトラブルや反抗的な態度の増加、

うつ的症状の発症など、さまざまな問題が発生する危険性が高まります。 

Ｑ、自分の子どものことで、心配なことがあるのですが‥‥。 

山辺町教育委員会では、この特別支援教育の趣旨を大切にし、学校や幼稚園、

保育所と連携して、児童生徒が抱える困り感や困難さの早期発見に努めてまいり

ます。ご心配なことがありましたら、裏面を参考にしていただいて、いつでもご

相談ください。 

 



 

 

 

 

 

○学習に関すること・学校や園生活に関すること その他、 

発達の遅れや障がいの有無、学校や園のお子さんについて  

心配なこと など  

各学校・園の担任 教育相談担当 特別支援コーディネーターへ 

山形県教育センター 教育相談ダイヤル    ６５４－８１８１ 

 

 

○就学に関すること・不登校に関すること 

学齢児童生徒の学校に関すること 

その他、学校のお子さんについて心配なこと など 

山辺町教育委員会 教育課 学校教育係    ６６７－１１１５ 

      山辺町教育相談室              ６６４－６０４２ 
 

 

 

○就学前のお子さんの発達に関すること 幼稚園や保育所に関すること 

その他、幼稚園や保育所のお子さんについて心配なこと など 

      山辺町役場 保健福祉課 子育て支援係    ６６７－１１０７ 

 

           

 

○ことばの発達について心配なこと など 

山辺町立山辺小学校内 ことばの教室     ６６４－１１５８ 

山形県教育センター内 地域教育相談窓口   ６５４－６０６０ 

            


